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健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について 

 

 

 高額療養費等の見直しを盛り込んだ健康保険法施行令等の一部を改正する政

令（平成 26 年政令第 365 号）が本日公布された。その改正の趣旨及び内容は下

記のとおりであるので、御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるととも

に、その実施に遺漏なきを期されたい。なお、詳細については、別紙事務連絡

も参照されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成

25 年法律第 112 号）の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求める観点から

の高額療養費の見直し」に係る措置として、高額療養費等の算定基準額を見直

すほか、出産育児一時金等の金額の見直し及び健康保険組合における準備金の

積立て等に係る特例等を講ずるものである。 

 

第２ 改正の内容 

１ 健康保険法施行令（大正 15 年勅令第 243 号。以下「健保令」という。）

の一部改正 

① 出産育児一時金等の額の見直し（健保令第 36 条関係） 

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については、出産費用の



動向等を勘案して、現行の 39 万円から 40.4 万円に引き上げたこと。 

 

② 高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し（健保令

第 41 条、第 42 条、第 43 条及び第 43 条の３関係） 

70 歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算

定基準額について、現行の３段階の所得区分を５段階に細分化したこと。 

 

③ 健康保険組合の準備金積立て等に関する特例（健保令附則第５条関係） 

健康保険組合が積み立てなければならない法定準備金の基準について、

当分の間、保険給付に要した費用の３か月相当分を２か月相当分に見直

したこと。 

また、当該見直しに伴い、財政健全化が必要な健康保険組合の指定要

件についても所要の改正を行ったこと。 

 

２ 船員保険法施行令（昭和 28 年政令第 240 号）の一部改正 

１①及び②に準じた改正（船員保険法施行令第７条、第８条、第９条、

第 10 条及び第 12 条関係）を行ったこと。 

 

 ３ 国民健康保険法施行令（昭和 33 年政令第 362 号。以下「国保令」という。）

の一部改正 

   １②に準じた改正（国保令第 29 条の２、第 29 条の３、第 29 条の４及び

第 29 条の４の３関係）を行ったこと。 

その他所要の規定の整備（国保令第 27 条の２関係）を行ったこと。 

 

   ４ 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）等の一部改正 

    １②の改正に伴い、高額医療合算介護（予防）サービス費の医療合算算

定基準額について同様の改正（介護保険法施行令第 22 条の３及び第 29 条

の３並びに旧介護保険法施行令第 22 条の３関係）を行ったこと。 

 

５ 高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19 年政令第 318 号。以下

「高確令」という。）の一部改正 

所要の規定の整備（高確令第 7条、第 14 条及び第 15 条）を行ったこと。 

 

６ 経過措置 

施行日前の出産及び療養等に係る規定の適用については、なお従前の例

によるものとすること。ただし、高額介護合算療養費算定基準額及び高額

医療合算介護（予防）サービス費の医療合算算定基準額に関しては、平成

26 年８月１日から平成 27 年７月 31 日までを計算期間とする療養等に係る



算定基準額について、所要の読替を行うこと。 

 

第３ 施行期日 

  平成 27 年１月１日から施行すること。ただし、第２の１③については、

公布日から施行すること。 

 

   


